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第1 はじめに

本件名誉毀損事件はきわめて異例である。

1 原告が被告らを訴えた後も、被告村中璃子

による原告、きらには原告代理人に対する言論攻撃は訴訟の外で続いた(丙

5の 2、 丙67、 甲32ないし34)。 他方で、被告村中は提訴時から結審に至る

まで一貫して裁判所に本名も住所も隠し統けた。言いたいことは言い続けるが、

自分が言つたことに対する法的責任を取るつもりはないという態度だと言われて

もやむを得ない。

2 このような言論 (人)を支えているのが被告大江であり、被告タェンジである。

通常、編集長は、現場取材から離れていることによって、現場取材している者の

近視眼的な思い込みや決めつけに気づき、岡目八目的な立場から冷静な目と思考

によって客観的合理性の高い記事を完成させる。そのようにして出来上がってい

る記事であればこそ、主義主張にかかオクリなく、注目される価値ある紀事になる

のである。

ところが、本件記事の責任編集者 (編集長)であつた被告大江は全く違ってい

た。全く逝のことをしていた。被告大江は雑誌編
~集

長でありながら、読者の感情

を煽る r担造」という用語を本件記事で頻繁に使うことを浸めた張本人だったの

である (大江調書32頁 )。

本件各記事では、被告大江は、原告を追い詰める記事を完成させるために、被

告村中以上に積極的に活動していた。被告大江は、国際医療福祉大学宛ての取材

要請 (支面からすると、強要という印象を受ける)(乙 9)を起集した張本人であ

り、本件稲事のはとんど唯―の取材といってよいA氏に対する“取材"(駁材の体

をなしていないことは後に論じる)を被告村中に任せることなく、自ら出掛けて

行き、本件記事の執筆者であるはずの被告村中が手U着する前から始め、記事が掲

載された月刊 Vedgeを発売日以前に信州大学と原告に送りつけ、信州大学宛ての

書面には、原告について、「このような方が副学長、医学部長の任にあることは大
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た」(同 64頁)と 平然と事実を捻じ曲げ、書籍『 10万個の子宮』(丙 67)や

ツインタ~(甲 33)、 ネット記事「証拠資料も改ざん?子宮顕がんワクチン薬

害ねつ造実験裁判で。J(甲 34)でも、原告に対する人格攻撃を続けている。被

告村中は、本件名誉毀損訴訟を「子宮項がんフクチン薬害ねつ造実験裁判」と名

付けて、依然として社会に「握造」をアピールし続けている。

被告大江及び同村中には、本件各記事に関する反省はかけらもない。被告村中

の原告に対する執拗な攻撃姿勢は確信犯ともいうべき極めて悪質なものである。

4 裁判所にさえ、個人の特定につながる実名も住所も教えない被告村中

「村中璃子Jは偽名である。被告村中は、法廷で、「ベンネーム」だという言

い方をしていたが、そうであれば、訴訟においては本名を名乗るべきであるし、

訴状の送造先としての自宅住所なり自己の事務所住所なりを裁判所に知らせる

べきである。それをしない被告村中が使用している「村中璃子」は、法律上、個

人を特定するための情報として機能していないという意味で、偽名と同じであり、

偽名なのである。

原告は、提訴時において、被告村中が本名ではないことを承知していたのて'、

かつて被告村中がWHOで働いているときの氏名が      となっていたこ

とから、      と特定し、訴状の送付先を被告ウェッジの住所とした蝙

これに対し、被告ウェッジは、被告村中に対する訴状の受け取りを拒否した。

その後、被告村中は本件訴訟の代理人を藤本英二弁護士に委任したが、同弁護

士は、訴状の送達を実現しようとしている原告代理人に対して、被告村中の本名

も住所も教えず、藤本弁護士の事務所を訴状の送達先とすれば受け取るとしたロ

裁判所は、偽名である村中璃子の氏名で藤本弁護士の事務所住所地に送達するこ

とを認めた。これにより、被告村中に対する訴状の送達がやっと実現した。以後、

被告村中は本件訴訟に対応してきたが、「村中璃子」が偽名であり、住所を明ら

かにしない以上、藤本弁護士が代理人を降りると、途端に、被告村中は所在不明

の存在になる。
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